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令和８年度ＩＣＴを活用した糖尿病重症化予防事業 

企画提案募集要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、令和８年度ＩＣＴを活用した糖尿病重症化予防事業業務（以下「本業務」という。）

を委託するに当たり、プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断され

る事業者を選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務の名称 

令和８年度ＩＣＴを活用した糖尿病重症化予防事業業務 

 

３ 委託業務の内容 

別紙「令和８年度ＩＣＴを活用した糖尿病重症化予防事業業務委託仕様書 (以下「仕様書」と

いう。)」のとおり 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 事業費（委託上限額） 

金１６，００５，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

なお、仕様書５（３）イについて、事業の最大対象者数は 45 人として試算しているが、実際

の実施人数がこれを下回る場合には、実施人数に応じて事業費相当額を減額する可能性がある。 

 

６ 企画提案に応募できる者に必要な資格に関する事項 

企画提案に応募できる者に必要な資格は、次のとおりとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167条の４（一般競争入札の参加者の資 

格）の規定に該当する者でないこと。 

（２） 物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成９年宮城県告示第 1275号） 

第４条第２項の規定による物品調達等に係る競争入札参加業者登録薄に登録された者であ

ること。 

（３）この業務の募集開始時から企画提案提出時までの間に、宮城県の「物品調達等に係る競争

入札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）に掲げる資格制限の要件に該当する者で

ないこと。 

（４）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月１日施行）の別表各号に規定する措置要

件に該当する者でないこと。 

（５）プライバシーマーク付与事業者であり、かつレセプト等データを取り扱う事業所、部署又

は施設が情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を取得していること。 

（６）保健指導を担当する指導員は、糖尿病及び慢性腎臓病の病態や治療方法等の専門的な知識・
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技術を取得した、保健師・看護師・管理栄養士等が行うものとする。 

（７）市町村国民健康保険を対象とした糖尿病性腎症重症化予防に係る保健指導業務について、

受託実績があること。 

 

７ スケジュール（予定を含む。） 

（１） 企画提案募集開始（県ホームページに掲載する。）令和８年５月１５日（金） 

（２）企画提案書作成等に関する質問受付期限        ５月２０日（水）午後 3時 

（３）参加申込書の提出期限                ５月２６日（火）午後 5時 

（４）企画提案書等の提出期限               ５月２９日（金）午後 5時 

（５）選定委員会（プレゼンテーション審査）        ６月 ２日（火）（予定） 

（６）選考結果の通知                   ６月 ４日（木）（予定） 

（７）契約締結                      ７月上旬（予定） 

 

８ 企画提案書作成等に関する質問の受付 

 本業務への質問がある場合は、次のとおり質問書（様式第３号）を提出すること。 

（１）受付期限 令和８年５月２０日（水）午後３時（必着） 

（２）提出方法 

ア 電子メールにより提出すること。 

イ 電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

   kensui-k2@pref.miyagi.lg.jp（宮城県保健福祉部健康推進課健康推進第二班） 

   ウ 電話や口頭、受付期間外の質問は一切受け付けない。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、令和８年５月２２日（金）までに宮城県保健福祉部健康推進課のホ

ームページに質問者の名を伏せた上で掲載する。参加申込者は必ず全ての質問・回答を確認

すること。また、質問の内容によっては回答しないこともある。 

 

９ 企画提案参加申込書の提出 

（１）提出期限 令和８年５月２６日（火）午後５時（必着） 

（２）提出書類 

ア 企画提案参加申込書（様式第１号）：１部 

イ 企画提案応募条件に係る宣誓書（様式第２号）：１部 

ウ 類似業務の受託実績（任意：契約書写や仕様書等）：１部 

（３）提出方法 郵送又は持参とする。 

（４）提出先  宮城県保健福祉部健康推進課健康推進第二班 

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎６階） 

 

１０ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限  令和８年５月２９日（金）午後５時（必着） 

（２）提出書類 

   ア 企画提案書（任意様式。Ａ４判片面印刷、表紙含み２０ページ以内）10部  
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   イ 概算見積書（任意様式。令和８年度及び令和９年度分）      10部      

   ウ 実施体制図（任意様式）             10部  

   エ 個人情報セキュリティ関連の資料の写し                10部 

（３）提出方法  持参又は郵送とする。 

（４）提出先   宮城県保健福祉部健康推進課健康推進第二班 

〒980－8570 仙台市青葉区本町三丁目８番 1号（宮城県行政庁舎６階） 

（５）提出書類への記載事項等 

   各提出書類には、次の内容を記載し、添付すること。 

   ア 企画提案書 

     企画提案書の作成に当たっては、仕様書に基づき、次の事項について記載すること。 

（ア）データベースの構築 

個人情報セキュリティ対策の方法、取得したデータの取扱い及び事故発生時の体制等

について記載する。 

（イ）対象者リストの作成 

リスト作成における特記すべき事項を記載する。 

（ウ）保健指導の実施 

       参加勧奨方法・勧奨回数、保健指導の実施期間・回数・方法や保健指導人数に応じた 

指導体制等を具体的に記載する。 

（エ）評価及び効果検証の実施 

       持続血糖測定器である「FreeStyleリブレ２」の測定結果の評価及び保健指導の評価 

方法、事業の効果検証方法を記載する。 

（オ）報告書の作成、報告会の開催及び運営 

   イ 概算見積書 

(ア) 本業務に係る経費は全て計上し、積算根拠が明確になるよう具体的に記載すること。 

(イ) 令和９年度に継続して同様の事業を実施した場合の費用を積算根拠が明確になるよ 

う具体的に記載すること。 

    （ウ）保健指導実施最大数 45人で試算すること。ただし、実際の実施人数が 45人を下回る 

場合には、実施人数に応じて事業費相当額を減額する可能性があることから、積算根拠 

を具体的に記載すること。 

（６）提出後の変更等 

原則として、提出された書類の差替、変更、再提出及び撤回は認めない。 

（７）無効の取扱い 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等は無効とする。 

ア 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意が不

明である場合 

イ 本要領等の規定に従っていない場合 

ウ 同一の事業者が２つ以上の企画提案書等を提出した場合 

エ 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げ、又は不正の利用を得るために連合し

た団体等が提出した場合 

オ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、第

94 条（虚偽表示）又は第 95 条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

カ 下記 11 のプレゼンテーションに参加しなかった場合 
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（８）その他 

ア 審査は提出された企画提案書等により行うが、企画提案書等の提出後、提案内容につい

て説明を求めることがある。 

イ 企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第４号）を提出す

ること。 

なお、取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

ウ プレゼンテーションでプロジェクタ等を使用する場合には、企画提案書提出時に申し出

ること。なお、この場合、プロジェクタ及びスクリーンについては県が用意するものとし、

パソコン等その他の機材はプレゼンテーションを行う者が用意すること。 

 

１１ 業務委託候補者の選考（企画提案書の審査） 

（１） 業務委託候補者の選定方法 

ア 県は、次のとおり選定委員会を開催し、提案者によるプレゼンテーションを基に審査を行

い、各委員の評価点の合計が満点の６割以上となった提案者の中から、最も優れていると判

断された提案者を業務委託候補者として選定する。 

イ 提案者が１者の場合も審査を行い、業務を適切に実施できると判断された場合は、業務

委託候補者として選定する。 

ウ 各委員の評価において０点の評価項目がある場合又は評価点の平均が60点未満の場合は、

不採択とする。 

エ 提案者が３者を超えた場合は、プレゼンテーション審査に先立ち、下記（２）アに基づ

き一次審査（書類審査）を実施し、３者までとする。 

（２）審査内容 

 ア 一次審査（書類審査）※提案者が３者を超える場合のみ実施 

（ア）実施日 令和８年６月１日（月）予定 

（イ）審査の実施方法 

応募のあった企画提案書について、下記（３）の審査項目及び配点に基づいて審査

し、審査の結果、提案者の中から上位３者を選定する。 

（ウ） 一次審査結果の通知 

審査終了後、速やかに全ての提案者に審査結果を電子メールで通知する。 

イ 選定委員会（プレゼンテーション審査） 

（ア）開催日   令和８年６月２日（火）午前中（予定） 

（イ）実施会場  参加者に伝達 

（ウ）実施方法 

〇プレゼンテーションへの出席者は、事業者ごとにそれぞれ２名以内とする。 

〇１事業者当たりの持ち時間は30分以内（説明20分以内、質疑応答10分以内）とし、

県が指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

〇事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料の

配布は原則として認めない。 

（３）審査項目及び配点 

  次の審査項目及び配点（合計 100点）により行うものとする。 
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審査項目 審査の視点 

企画方針 

（実施方針等の妥当性） 

（10点） 

・本業務の内容、本県の状況を適切に把握・理解し、事業の案件を満

たしているか。 

・提案内容は具体的で実現性があるか。 

・事業による成果の評価が可能な企画か。 

企画内容 

（50点） 

・対象者の抽出に係る技術力を有しているか。  

・本事業に適した保健指導に関する技術力を有しているか。  

・保健指導プログラムは本県の事業目的を反映している内容か。  

・保健指導プログラム開始までの手順を分かりやすく提案できている

か。  

・「FreeStyleリブレ２」の測定結果の評価及び今後の糖尿病施策の

推進に向けた効果検証の手法が具体的なものとなっているか。 

業務遂行体制 

（30点） 

・実施体制、運営方法、経費配分及び事業の効率性は適切か。 

・個人情報保護体制が整備され、セキュリティ対策は万全か。 

・業務遂行能力を示す同種・類似業務の受注実績があるか。 

経済性（経費の妥当性） 

（10点） 

・見積額は妥当であり、事業内容及び実施体制に見合った積算となっ

ているか。 

（４）審査結果 

選定結果については、後日、企画提案者全てに対し文書で通知するとともに、企画提案者 

の名称や評価点等を公表する。公表に当たっては、選定された業務委託候補者以外は、個別

の評価点が特定できないように配慮する。 

なお、審査・選定結果に関する質問には応じないものとする。 

 

１２ 業務委託候補者選定後の取扱い 

県は、選定された企画提案者１者と、業務委託仕様書に基づき見積合わせを実施し、予定価

格の範囲内で業務を委託する。また、業務の委託に際して、選定された企画提案書の内容をも

とに加除修正し、最終的な仕様書として提示することができるものとする。 

 

１３ その他 

（１）企画提案に要する費用は、全て企画提案者の負担とする。 

（２）本業務により得られた成果は、全て県に帰属するものとする。 

（３）企画提案に参加する事業者が企画提案を公正に執行することが困難であると認めるときは、

本公募型プロポーザル方式による選定を延期又は取り止めることがある。 

（４）企画提案者がない場合には、選定委員会に諮った上で、再度募集を行うことができるもの

とする。 

（５）提出された企画提案書等は、情報公開条例その他の法令の規定に基づき、開示する場合が

ある。 

（６）10（２）イにおいて、令和９年度分の概算見積書の提出を求めることは、令和９年度にお

いて当該事業が実施されること及び当該業務を継続して委託することを保証するものではな

い。 
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１４ 問合せ先 

宮城県保健福祉部健康推進課健康推進第二班（担当：青木、後藤） 

〒980－8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎６階） 

ＴＥＬ：022（211）2624 ＦＡＸ：022（211）2697 

メールアドレス：kensui-k2@pref.miyagi.lg.jp 
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